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葛飾区一般廃棄物処理基本計画（第４次）改定版（素案）について 

 

リサイクル清掃課 

 

１ 改定の進捗状況 

  一般廃棄物処理基本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条第１項の

規定により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図りつつ、一般廃棄物の適正な処

理を行うため、区市町村において定めることが義務付けられている。 

本区においては、葛飾区一般廃棄物処理基本計画（第４次）を令和３年４月に策

定した。本計画は令和３年度から令和12年度までの10年間を計画期間とし、策定

後５年経過時に見直しを図ることとしているため、今年度見直しを実施していると

ころである。これまでに、現計画策定後の本区の状況や施策の達成状況を分析し、

国や東京都の政策等の変化を踏まえて、現状に対する課題を抽出した。今般、その

課題に対応した具体的な施策を再構築し、改定の素案として作成した。 

 

２ 素案の概要 

（１）基本理念 

「持続可能な資源循環型地域社会の形成を促進し、環境への負荷を低減させま

す！」 

（２）基本方針 

   「Ⅰ ごみの発生抑制・再使用の推進」 

   「Ⅱ 多様な資源循環の推進」 

   「Ⅲ 適正なごみ処理の推進」 

   ※基本理念及び基本方針は現計画を踏襲する。 

（３）計画目標の達成状況 

ア 区民一人一日当たりの家庭ごみ量 

減少傾向は続いており、概ね順調に推移している。 

 イ 事業系ごみ年間総排出量  

減少傾向は続いており、計画目標は達成している。 
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 ウ 資源回収率 

増加傾向にはあるが、増加幅が緩やかである。 

（４）今後の施策の主な方針 

現行の取組を継続的に実施し、特に資源化に関する取組を強化していく。 

 

３ 資源化に関する今後の主な取組内容 

（１）オンラインコンテンツを積極的に活用し、資源とごみの分別に関する内容や食

品ロスの削減に関する内容等について、より広く啓発を行っていく。 

（２）「繊維to繊維」の取組や製品プラスチックの集積所回収といった新たな資源化

への取組について、引き続き推進することで区民の理解の定着を図りつつ、新た

な資源化品目を増やすことも検討していく。 

 

４ 素案及び概要版 

  別紙１、２のとおり 

 

５ 今後の予定 

  令和７年12月   区民意見提出手続（パブリック・コメント）の実施 

～令和８年1月   

   令和８年３月   建設環境委員会へ庶務報告 

一般廃棄物処理基本計画（第４次）の改定 

 

６ 区民意見提出手続（パブリック・コメント）の閲覧場所 

（１）閲覧場所  

区政情報コーナー、区民事務所、区民サービスコーナー、図書館、 

清掃事務所、リサイクル清掃課 

（２）その他 

   区ホームページに掲載 



別紙１

















別紙２


































































































